
社隊企業の委託加工業務受入れ背景

上海市郊外の事例より
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本稿は1996年 9月か ら98年 7月の 2年間に，

ト海lh浦東新区（旧 ：川沙県）合慶鎮で行ったフ

ィールド調査の結果(ii:I)を通じて，社隊企業の

委託加工業務国 2)受人れ背景について論じたも

のである。

改革 ・開放以降，社隊企業 (1984年以降， 「郷

鎮企業」に名称変更された）（注いが急激な成長を

遂げ農村に経済的収人の増加をもたらしたこと

は周知の事実であり，またその状況を紹介した

研究も多い(ii-:4)。 ところが，改革 ・開放前のそ

れ 特に特定地域でのフィールド調査の結果

を通じた研究はほとんど行われていない。

筆者の調査によれば，上海市郊外などの江南

地域では1960年代，すでに一部の社隊企業が国

営企業 ・商店の委託加工業務を受け入れており，

それによってその生産額が伸び始めていたこと

がわかった。また，そのことは周辺地域のいく

つかの地方史誌・統計資料などからも同様の傾

向が確認できる。
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そして，委託加上の受人れを可能にした背景

には，当時，文化大革命が一部の国営企業 ・商

店の生産活動に影響を与えていたにもかかわ ら

ず，外部要因として， （l）新たな需要が形成・拡

大傾向にあ ったこと，その反面， （2）それが従来

の 「卸し（流通）」システムに対応できなかった

こと， （3）国党企業に比べて社隊企業に委託する

ことでコスト面でのメリ ットがあ ったこと，そ

して， （4）下放労働者政策が実施され国営企業

と社隊企業をつなげるルートができたこと，が

ある。一方，内部要因としては， （l）社隊企業が

「多労多得」（出来闊払い制）を採用し，そのこ

とがそこで働く者に高収人をもた らしたことな

どがあり，これ らの要因が合わさ ったことで，

社隊企業の委託加工業務の受人れが可能にな っ

たと考えられる。

以上のことから，本稿ではこのようなフィー

ルド調査の結果を前提に，社隊企業の委託加工

業務受入れ背景について考察し，その特徴を論

じてみたい。

2. 既存の研究

社隊企業の委託加工業務受入れ背景について

の最も代表的な研究として，費孝通の 『小城鎮・

大問題』，『江村五十年』(1t5)などがある。同氏

によれば，調査地である江蘇省呉江地域は伝統

的に 「農工相補」（半エ半農）， 「人多地少」（人が

多く土地が少ない）といった条件を備えていると
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社隊企業の委，f砂l」1．．業務受人れ背以

ころであった。 ところが文化大革命の時期，こ

の地域では農村副業や家庭手工業が軽視され

（「農工相補」の伝統の崩壊），同地域の経済的収

入を完全に農業生産に依存せざるをえない状況

になり，また労働人口の増加も顕著になってき

た。そのため 「槍工分」（労働点数を奪うこと）

を生じさせ，結果として労働日価値（注 6)の減少

をもたらしたのであ った。具体的な数字をあげ

ると， 1967年から75年までに労働H価値は0.71

元から0.48元に減少した。

このことが農民たちに収人の減少を感じさせ

委託加工業務受人れの「内部要因」になった。

一方で，ちょうどこの時期，都市の国営企業が

文化大革命運動の影響を受け「生産停滞」して

いたにもかかわらず，市場の需要や生産計画達

成の任務は依然存在（「外部要因」）していたこと

から，農村へ業務を委託し始めたのである。つ

まり，貧困と過剰労働力の存在が1「ij地域の経済

を圧迫する一方で，当時「生産停滞」に陥って

いた国営企業の業務を「農工相補」の伝統とう

まく結びついた社隊企業が肩代わりしたという

ことである。

方，社隊企業の発展に関する論文のなかで，

委託加工業務の受人れについて触れられたもの

がいくつかある。たとえば，陶友之は 『蘇南模

式与致富之道』(ii:7)の中で，人民公社時期の1960

年代後半の社会・経済的変動は社隊企業に多大

な影響をもたらしたものの，その一方で「文化

大革命」の内乱がもたらした製品（生活品など）

の不足はかえって社隊企業にそれを補うべく市

場を提供することになったと述べている。

また，徐寛らは 『論社隊企業』（汁 8)のなかで，

1970年代の社隊企業の発展について，その「必

要性」と「可能性」の視点から分析している。

すなわち，当時，農業発展の最大の障害である

資金不足を解消するために，社隊企業の設立 ・

発展が模索された（「必要性」）。そして，それを

可能にした条件（「可能性」）として， （l）当時の指

令的計画管理体制は実際の社会の需要に反し，

そのことがかえって中小企業の発展に隙を与え

たこと， （2）国営企業やその他の集体企業と比べ

て，農村の労働過剰を有効に利用できたり，少

惜の資金投資でも効果が出るのが早いといった

利点があ ったこと， （3）労働密集型企業として，

いろいろな資源を合理的に配分できたこと，な

どをあげている。

他方，直接，社隊企業の委託加工業務受入れ

について言及していないものの，上記の論者の

研究に対して，自らの見解を示している日本人

研究者が何人かいる 。たとえば，菊池道樹は

「社隊企業が忍速に成長する背娯には指令性計

圃管理体制のはざまにさまざまな制約のもと

で半合法的な 『市場』が存在し，中央政府もそ

れを黙認するという事情があった」と，徐寛ら

の見解を支持する一方で，さらにつけ加えて，

「人民公社，生産大隊，生産隊には資本形成や

利潤の追求が委ねられていたから，（それらを単

位としてできた社隊企業は）そうした 『市場』動

向に敏感に反応できたのである 」（汁 9)と述べて

いる。

このように，社隊企業の委託加工業務受人れ

背景について述べたものはそれほど多くないも

のの，従来の研究は主に農村の内 ・外の状況か

らその要因を説明し， 一方では当時農村に貧困

や労働力過剰があったことを指摘したり，他方

では農業発展に必要不可欠な資金調達の一手段

であったことや，社会主義的な計画管理体制に

隙があったことなどを指摘してきた。
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しかしながら，これらの研究はそれぞれの要 II節では委託加工業務の受入れ状況を概観し，

因の重要性を指摘していても，その委託加工業 第III節ではその背景を検討し，そして第w節で

務の受入れとの関係まで十分に説明されていな はこれらを総合して結論を述べる。

いことから説得力を欠くところもある。たとえ

ば，外部要因として，文化大革命がどれだけ国 I 調査概要

営企業 ・商店の生産に影響し，それが社隊企業

の委託加工業務の受人れと関係したのか。一方，

内部要因として，農民収人の減少と労働力人口

の増加がどれだけ農民の生活を圧迫し，それが

委託加工業務の受入れに影響したのかといった

ことなどである。

これらの研究が必ずしも説得的ではなかった

原因は，主に統計数字に基づいて議論されてい

るため農村内部の人的関係，利害関係などを把

握する点で限界があったものと考えられる。ま

た中国には 「上有政策，下有対策」（中央政府の

政策に対して，地方政府がその対策を考えること）

という 事情があるにもかかわらず，それが確か

められずに分析されていることもある。こ れら

の問題を克服するためには，少なくとも従来の

研究に見られるような統計資料を中心とした考

察を行うだけではなく，農村でのフィールド調

査をも取り入れた研究方法（注10)が必要であろう。

以上のことから，本稿では主にフィールド調

査の方法に基づき，上海市川沙県（現：浦東新

区）合慶公社下の社隊企業を具体事例として，

改革・開放前，社隊企業の委託加工業務受入れ

背景について論じてみたい。 この場合，大隊レ

ベルの服装加工工場にその対象を限定した。大

隊レベルを対象としたのは，改革・開放前，委

託加工業務の受入れはこの大隊レベルの服装加

工工場から始まっており ，統計資料が比較的入

手しやすい状況にあることを考慮 したからであ

る。以下，第 I節では調査の概要を説明し，第

1. 調査の方法

合慶鎮でのフィールド調査は， 1996年 9月か

ら98年 7月まで行った。調査地には平均週に 1

度の割合で人った。通訳は現地の友人に頼み，

最初同公社下の各大隊服装工場の設立および委

託加工業務の受入れに関与したことのある農民

を訪ね，聞き取りを行った。そして，それらを

整理 ・検討した後，各大隊の幹部経験者から同

じ内容の聞き取りを行った。

委託加工業務の受人れ状況については，川沙

県下の大隊企業が改革 ・開放前，委託加工業

務を受け入れていた状況をその所属下の地方史

認 l.tll)などから整理 し確認した。これらの地方

史誌には詳細度の差はあるものの，大隊企業の

委託加工業務の受入れの有無，その年度などが

記載されている。

また，合慶公社下のそれについては浦東新区

梢案館にある 『社隊企業一覧：合慶公社(1969)』

によって補った。 さらにその具体事例について

は，主に当時，大隊企業の設立および委託加工

業務の受入れに関与したことのある農民などか

ら聞き取りを行った（注l2)0

一方，大隊企業の委託加工業務の受入れ背景

について，外部要因に関しては上海市統計局編

『上海統計年鑑： 1986』（上海：上海人民出版社

1986年），当時の新聞，そして上海の国営企業で

働いていた労働者などの証言を利用した。他方，

内部要因については，主に浦東新区梢案館の資
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社隊企業の委託加_[業務受人れ背娯

料で，（1)『大隊的経済状況：合慶公社 (1958,,......,

69)』（ここには各生産隊レベルまでの農業・副業生

産状況が記されている），（2) 『大隊企業的経営状

況：合慶公社 (1966~69)』（各企業の収支が記さ

れている）などの資料を用いた。

これらを用いることで，当時，委託加工業務

の受入れによる各大隊の収入の増減が分かるだ

けでなく，農民の収入の増減も把握できた。し

かし，そこから把握できないもの（「多労多得」

のシステムなど）は，当時の大隊幹部などから聞

き取りを行った。

2. 調査地の概況 (1997年）

調査地である上海市浦東新区合慶鎮は上海市

の中心から西約20キロメートル，浦東国際空港

(1999年10月 1日第 1期工事完成予定）の北約10キ

ロメートルの比較的交通至便な場所に位置して

いる。 また鎮の中心部を龍東大道（市内と浦東

国際空港を結ぶ）や地下鉄 2号線が貫き ，更なる

経済的発展の可能性を秘めた立地条件を備えて

いる（図 l参照）。

現在，同鎮には14の村民委員会と99の村民小

組があり，戸数は 7348戸（農戸： 6908戸，非農

戸： 440戸），人口は 2万2116人である。 しかし，

これらは年々減少傾向にある。 また労働力構成

は総数8828人のうち，工業がその81.3％を占め

最も多く，ついで農業が9.8%，商業が5.2％と

続いている（表 l参照）。

社会総生産額は23億1069万元で，そのうちエ

業は86.1％を占め最も多く ，ついで商業5.4%,

建築4.7％となっている。

一方，耕地面積は9856畝（自留地： 890畝， LI

糧地： 8966畝）で，1人当たりにすると約0.45畝

(1畝＝約666.7mりである。 しかし，最近，土

地 （口糧地）の使用権をも村などの集体管理に

図 1 上海市浦東新区合慶鎮の位置

，ヽ’'市中心‘‘、
□+-+;+++++++++,, 0 

:: ｛ 
浦東
空港

／ 

翠滴ぷ応

゜奉賢県

人口（人） 22,116 

戸数（戸） 7,348 

うち農戸 6,908 

非農戸 440 

村民委員会数 14 

村民小組 99 

(2)耕地面積（畝）

自留地 890 

口糧地 8,966 

計 9,856 

三
（出所） 筆者作成。

表 1 合慶鎮の社会指標

(1)人口構成 ・行政組織 (3)社会総生産

労働｝］数 生産額） 
（人） （万元

農業 861 2,808 

工業 7,175 203,953 

建築 293 11,233 

運輸 44 279 

商業 455 12,796 

計 8,828 231,069 

し，それを出稼ぎ農民に請け負わせ始めている

ために，田植えをしない農民が増えてきてい

る国13)0

このように，合慶鎮は上海近郊農村の一地域

として，上業生産を中心とした開発が進んでき

ている (ii.14)0
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II 委託加工業務の受入れ状況

本格的な分析に入る前に，ここではまず川沙

県下の大隊企業が改革 ・開放前，すでに委託加

工業務を受け入れていたことを確認する。

1. 川沙県（現 ：浦東新区）下の状況

川沙県下で最初に大隊企業ができたのは1956

年，唐鎮公社の民豊大隊服装工場であった。 し

かし，この時はまだ委託加工業務を受け入れて

おらず，地元に向けて専ら簡単な服をつくるエ

場にすぎなかった旧15)。

その後，その他の大隊にも工場が設立 された

が，それらはtに農業機械修理や精米などのエ

場であった。 ところが1960年代，特に62年以降，

大隊企業は各地の大隊にも設立され，業種面で

も農業関係や服装関係のものだけでなく， 67年

以降には木上，機械，印刷などの大隊企業も現

れてきた。一方， 1964年以降，服装関係から委

託加工業務の受入れが始まっていった。

このように，川沙県下では社会主義改造の完

了した時期にはすでに大隊企業の萌芽がみられ，

委託加工業務の受入れも1964年に服装関係から

始まり， 70年以降になるとその他の業種にも広

がっていった (itl6) （図 2参照）。

2. 合慶公社下の事例

それでは，合慶公社下の大隊企業はどうであ

ろうか。合慶公社下では1958年に共ー大隊に服

装加工の工場が設立されたのが最初であった。

しかし， 1961年になると経営不振（仕事量の減

少）に陥り，閉鎖された。

その後， 1962年には勝利大隊， 64年には向東

大隊にそれぞれ服装加工の工場ができ， 1968年

には合慶公社下の17大隊中， 7大隊で服装加工

工場， 1大隊で皮革加工上場が設立されていた。

そして，これらの工場のほとんどが上海の国営

企業 ・商店の委託加上業務をすでに受け入れて

いた。一方，これらの工場に加えて，いくつか

図 2 川沙県（現：浦東新区）属下の大隊企業の設立と委託加工業務受入れ状況
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（出所） 浦東新区属下の各地方史誌より整理・作成。

（注） 上記の各地方史誌には大隊企業に関する状況が記されていたが，年代，業種，そして委託加工の受入

れが確認できたのはこれらのみである。その集計のしかたは，某大隊の服装工場が設立された記載だけ

であれば「 1件」と数え， 一方，某大隊の服装工場が委託加工業務を受け人れたという記載があれば，

設立に 「1件」の双方を数えた。例えば， 1966年の 「C」は設立が4件で，そのうち委託加工が 2件あ

ったことを表している。図中の「60以前」とは56年以降を含み， 「71以降」とは78年以前までを含む。
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社隊企業の委，f砂IIL業務受人れ背以

の大隊や生産隊では精米工場も設立されていた

（表 2参照）。

このように，合慶公社下の大隊でも農業，服

装関係の業種から企業が設立され，そのうち服

装加工工場では次々に上海の国営企業・商店の

委託加工業務を受け人れていたことから，川沙

県下のその他の大隊と同じような傾向を示して

いたといえよう 。

以 Fでは，さらに具体的に合慶公社下の(1)共

ー大隊服装加工工場，（2）勝利大隊服装加工」退場，

(3)永紅大隊服装加工工場，（4）朝陽大隊裁縫｝JIIL

工場の 4つの大隊服装加工工場の委託加工業務

の受人れ状況を考察する。

(1) 共ー大隊服装加工工場

あった。設立当初この工場は個人の工場として

運営され，すでに上海十六鋪の「迎春服装店」，

「永安公司（現：華聯蘭腹）」などの委託加工業

務を行っていた。

ところが，工場にはいつも仕事があったわけ

ではなく，特に1961年頃から経営不振に陥りは

じめ，その後すぐに閉鎖されることになった。

閉鎖後，何人かの職人は伝（つて）を頼って近

隣の曹路服装工場（公社企業）（t1-.17)に移った。

(2) 勝利大隊服装加工工場

しかし，彼ら職人は農民戸籍であっ たため，

正式の職人とは扱われず，給与などの待遇面で

も明らかな違いがあったは18）。当然，そのなか

のひとりである JK氏も同様で，「月給が48元／

合慶公社の下では， 1958年に JK氏が共ー大 月と安かった」ことを，その後自ら工場を作っ

隊の友人と服装加_[-［場をつくったのが最初で た理由のひとつにあげている。 よって，この頃

表 2 合慶公社属 Fの大隊企業の委託加工受人れ状況 (1968年 8月19日現在）

牛産額（元） 利 潤（元）
企業名称 性質 委託加工受人れ状況

総 額
労働力‘片り

総 額
労働力‘l1

生産額 利

1 向東大隊裁縫加工工場 大隊 惟海中路黎明服装店等 14,980.50 20.11 2,441 57 3.:; 

向東大隊精米工場 大隊 X 1,619.29 2 17 725.48 0. ~ 

2 前哨大隊 1隊精米上場 小隊 X 950.00 140.00 

前哨大隊 2隊精米L場 小隊 X 2,637.92 420.77 

3 朝陽大隊精米工場 大隊 X 

朝陽大隊裁縫加工工場 人隊 X 2,500.00 5 19 

4 勤倹大隊精米工場 大隊 X 7,000.00 9.45 3,200.00 4. ： 
勤倹大隊服装加工工場 大隊 X 480.00 0.65 150.00 0. L 

5 慶星大隊服装加工工場 大隊 上海東海皮行商店等 24,189 00 28.39 6,695.00 7. E 

6 新光大隊 l隊精米工場 小隊 X 3,635 70 1,963.55 

7 共ー大隊服装加工工場 大隊 ヒ海紅衛服装皮貨廂店 33,777.72 61.53 6,453.74 l l 1 

8 勝利大隊服装加工工場 大隊 ト海if(：海路婦女商店 45,697.06 115.40 5,522.99 13. ~ ， 紅星大隊皮鞘加上工場 大隊 上海` ii(：海立新皮鞘商店 17,399.61 17 18 2,119 61 2. ( 

10 躍豊大隊精米工場 大隊 X 2,600.00 3.92 700 00 1. ( 

11 永紅大隊服装加［エ場 大隊 X 

＂月柑

8

7

りヽ

2

0

6

-
6

5

9

5

 

（出所） 浦東新区枡案館資料より作成。

（注） 生産額は委託加工業務と地元生産分を示し，（ X)は委託加 l：業務を受け人れていないことを示している。

また，（一）については，数値記載なしである。
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の JK氏は兄弟や職場仲間と暇な時間を利用し

ては上海へ仕事を探しに行き，ひとつふたつの

仕事をみつけると自分の家で加工し，また仕事

がなくなると曹路服装工場へ戻って仕事をし，

両工場を行き来する日々が続いた。

そうしているうちに仕事も増えだしたことか

ら， 1962年に JK氏は数人の下放職人仲間を引

き連れて服装加工工場をつくった（注19）。 この時

は資金不足，交通の便を考慮し，自宅から数キ

ロ先にある小湾の空き家（友人宅）を借り，そ

の他ミシンや車などを用意できる者も加えて個

人の工場として服装加工の仕事をはじめた。

当時，上海へ仕事を探しに行く時，職人たち

は勝利大隊の紹介状を持ち （注20), 「服の仕立て

は要りませんか」 と，知人や友人を頼りいくつ

もの店をあたった。 1度でだめなら何度でも出

向いた。ある日「南京路のある服装店 (JK氏が

上海で裁縫店を営んでいた時に知り合った友人が

働いていた）から試しに数着の仕事をもらった

ところ上手に仕立てられたので，継続して時々

仕事をもらうことができた」 (JK氏）。

その後， JK氏はこの店の人から「上海淮海

路婦女用品商店」を紹介してもらい， 2着の服

の見本をもってその店のデザイナーに見せに行

った。すぐに「OK」をもらい， 4着の婦人用コ

ートの仕事をもらった。

このように，設立当初はいくつかの店を相手

にし，それぞれ毎回 5~8着の仕事をもらって

いた。 ところが1964年になると「上海市服装総

公司の政策により『上海淮海路婦女用品商店』

が婦人服の販売を独占することになり，そのこ

とから同商店は優秀な業務委託先を固定する方

針をとるようになった」 (JK氏）。なんとか勝利

大隊の服装加工工場もそのなかのひとつに選ば

8 

れたが，ほかの服装店の仕事は放棄することに

なった（注21)0 

一方，業務量が増え安定しだすと「村の幹部

たちが眼の色を変え（眼紅）」（元裁縫職人等）エ

場の経営に介入するようになった。特に， 1964

年の「小四清運動」の時に JK氏が「資本主義

の手下（尾巴）」として非難されたのを契機とし

て，工場長およびその職工には大隊幹部や生産

隊幹部の家族らが選ばれ，家族企業 (JK氏の家

族と職人仲間で構成）という性質から集体性質へ

と一転した（注22)0

(3) 永紅大隊服装加工工場

永紅大隊に服装加工工場ができたのは1968年

であった。その契機は， DL氏（当時，勝利大隊

服装加工工場の職人）がある日家で休んでいると，

永紅大隊党支部書記の DQ氏が尋ねてきて 「大

隊にも裁縫工場を作りたいので協力してほし

い」と依頼してきたことにあった。DL氏は断

るわけにはいかず，さっそく上海の知人を頼り

業務の獲得に動いた (1968年3月16日）。 しかし，

うまくいかず， とりあえず隣の紅星大隊服装加

工工場から仕事を少し分けてもらい，その場を

しのいだ。

ところが，ある日，上海へ業務を探しに行く

汽車（上川鉄道：慶寧寺ー川沙県城）で曹路服装

工場で働いていた時の同僚（当時，曹路服装工場

の業務獲得員）に会い，業務獲得のきっかけをつ

かんだ。以下はそこでのやりとりの一部である。

元同僚：やあ！今日，上海へ行くの？何か用

事？

DL:ああ。たくさんあるんだ。俺の大隊で裁

縫工場をつくったんだが， まだ業務がない

んだ。それで上海へ行くところなんだ。
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元同僚：おお！工場をつくったのか。技術面は

だいじょうぶかい？

DL:だいじょうぶだ。そうでなければ，どうし

て工場をつくるもんか。ただ業務がないん

だ。

元同僚：業務ならあるよ。「上海第十百貨店」が

ちょうど郊外の裁縫工場を探しているんだ

けど， どうは23)?

DL:じゃあ，頼むよ 。

このようにして「上海第十百貨店」を紹介し

てもらうと， DL氏はすぐに同店に出向き，最

初，同店服装部門の副責任者（第二把手）に会い，

永紅大隊服装加工工場の状況を伝えた。その後

数日してから，さらに総責任者（第一把手）に会

い，そこでは技術面，工場の設備，そして倉庫

の状況を具体的に説明し，最後に服飾の見本を

見せた。

その結果，さらに数日後，総責任者と財務担

当者が永紅大隊の服装加工工場を下見に来た。

そのとき工場でつくった服を手に取り，「これ

ぐらいの服がつくれるんだったら，問題ないな

あ」と感想をもらし，すぐに契約への手応えを

得た。これは，元同僚に紹介してもらってから

3週間あまりたった同年 9月下旬のことであっ

た。契約後，さらに上級機関である「上海市服

装総公司」の批准（一種の許可証）を得て，正式

に契約が成立した（注24)0

ところで，永紅大隊服装加工工場は大隊の企

業として始まったことから，当初から主に大隊

幹部や生産隊幹部の家族の者が働いていた。ま

た， ミシンなどの設備は上海に家族や親戚がい

て金銭的に都合がつく職人が多かったので，自

分たちで用意した。逆に人からお金を借りてミ

シンを買った者は少なかった。

(4) 朝陽大隊裁縫加工工場

朝陽大隊では， 1967年に大隊総合工場のひと

つとして裁縫加工工場ができた。当時大隊の裁

縫職人は 5人で組織され，農民宅に工場が設け

られた。その後，躍豊大隊から婿養子として朝

陽大隊に来た裁縫職人も加わり， 6人になった。

しかし，このころはまだ主に周辺に住む農民の

依頼に応じて服を仕立てていたにすぎなかった。

その後， 1968年頃になると，「隣の大隊でう

まくやっていたのを知った。大隊の経済的収入

も増加させることができる」 (DZ氏）といった

理由から，上海業務に比較的精通していた YW

氏が工場長に指名され，業務の獲得に動いた。

ところが，すぐには業務は得られず，勝利大

隊服装工場で働いていた時に知り合った永紅大

隊の DL氏に頼み， 一部の業務を分けてもらっ

た。

この仕事を 2, 3カ月したころ，隣りの紅星

大隊の友人（当時，「上海新世界公司」の営業担当）

を通じて，同公司の業務を得ることができた。

これには取り引きがあり，その友人の息子を朝

陽大隊裁縫加工工場で見習いとして働かせるこ

とを交換条件とした（注25）。 これによって契約ま

での過程も 1度，上海から「新世界公司」の者

が見学にきただけで，同公司経理処の同意を得

ることができた。

その後， YW氏は父親（当時 「上海龍鳳服装店

経理」）を通じて，紅星大隊の友人（「益大公司」

の営業担当）と知り合い，同公司の業務を引き

受ける契約を交わした。一方「新世界公司」の

業務は「益大公司」の業務と比べて割りがよく

なかったので放棄することになった。 というの

も「益大公司」の業務は女性用コートが組み込

，
 



まれており，その加工費も 1着約12元と高かっ

たからであった。

このようにして当時，多い時には50~60人余

りの職工が働いていたが，その多くは工場長，

大隊長，大隊会計，生産隊長，そして婦女主任

などの家族や友人の女性で占められ，貧困家族

の就業のチャンスは少なかった。

以上のように，改革・開放前の大隊服装加工

工場の委託加工業務の受入れの状況について，

その契機，業務獲得過程，そして資金調達・職

工の採用などをみてきた。

まず契機については，合慶公社の下では共一

大隊や勝利大隊のような先駆的存在がありそこ

で「うまくやっている」という情報がもとにな

って，次々に周辺の大隊にも委託加工業務獲得

の動きが波及していった。形式上，大隊などの

幹部の頭の中には「大隊（集体）の経済的収入も

増加させることができる」といった大義名分が

あったものの，同時に個人利益の増加が可能で

あったことも業務獲得へ動く大きな契機とな っ

た。

業務の獲得過程については，腕に 自信のある

裁縫職人をもっている大隊は比較的容易に業務

を獲得できたが，そうでない場合はかつての職

場仲間（業縁）や親（血縁），そして地元の友人

（地縁）の関係を通じてなんとか業務を得るこ

とができた。そういう意味では，大隊にとって，

腕のある職人の有無は業務獲得のひとつの重要

な要素であったといえよう 。また，業務の獲得

をスムーズにさせるべく仲介人（専門あるいは

兼任ブローカー）がすでに一定の役割を果たし

ていたのも事実である。一方で農民たちにも彼

らの情報を頼り，なるべく利鞘が多い業務を獲

得することにこだわるなどの合理的な判断があ

IO 

った。

職工については， 1953年頃から始まった社会

主義改造の実施で，私営の店舗や手工業が合作

組織に編成替えさせられたにもかかわらず，大

隊レベルではなお家族が中心であった。よって，

資金や設備，そして業務の獲得も彼ら個人の能

力に応じて準備された。少なくとも1964年以前

は形式的にも実質的にもそうした「家族企業」

が存在し，業務量の増加・安定化にしたがって

下放労働者などの職人が必要となっていった。

このことは一方では，「家族企業」から「集体企

業」への変化ともとれるが，他方では大隊や生

産隊の幹部の家族もそれに加わっていったこと

から， 一部の農民が権力を楯に，利益獲得を行

える体制の転機になったともとれよう 。

3. 各大隊企業の生産額の増加

以上のように，委託加工業務を受け入れるこ

とによって各大隊企業の生産額および収入は増

加した（表 2'表3参照）。それはどのような生

産体制のもとで実現したのか。委託加工業務を

受け入れる前，すでに服装加工工場があった朝

陽大隊服装加工工場を例にとってみてみよう。

＊ 

大隊総合工場のひとつとして， 1967年につく

られた服装加工工場では，主に農民の依頼に応

じて，彼らが供錯社（合慶洋布店）で買ってきた

キャラコやカーキー布は26)あるいは自留地でと

れた棉を織ってつくった布や古布を服に仕立て

ていた。当時，だいたい 1尺のキャラコは0.54

元，カーキー布は 0.9元で，農民の半日～ 1日

分の給料に相当した。 また加工費は中山服（人

民服の一種）で1.0元，女性ブラウスで0.8元，

ズボンで 0.5元であった。このような地元向け

の生産体制は委託加工業務受入れ後も変わらな
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かった。 仕事量の多少によってその数も変化した。加工

委託加工業務受入れ後は，地元向けの生産体 費はブラウスで1.5元，女性用コートで12元で

制に新たに委託加工業務向けの生産体制を加え あった。これらの加工費は益大公司の財務科か

たものになった。原料の布地は業務発注側の益 ら上海の某銀行を通じて，農業銀行合慶営業所

大公司の加工組で原料受渡し証を切ってもらい， の朝陽大隊の口座に毎月振り込まれた（図 3参

それに基づき原料発送部でラシャやカシミヤな 照）。

どを受け取った。その時に，ボタンなども支給

された。原料が公司側にない場合はその分の代 III ~託力DI〗~塁務の受入れ背景

金をもらうか専用のカードをもらって指定先で

買ったりした。これら原料にかかる費用は基本 それでは，前節で詳しくみてきたような委託

的に大隊が負担する必要はなかった。生産にあ 加工業務の受入れはどの ような背景のもとで行

たっては，工場内には生産ラインができ，さら われてきたのであろうか。 ここでは具体的事例

にそのなかにいくつかの小組（チーム）ができ， と統計資料にもとづき，さらに合慶公社下の大

表 3 合慶公社属下の大隊企業収入一覧

工場 委託 収 入 （元）

大隊 至叔几J.L---'--- 加工
年度 受入 1966 1967 1968 1969 

向陽 1967 1967 1,627 8,014 24,646 24,191 

勤奮 1968 1968 8,100 8,707 87,743 

慶星 1967 1967 1,640 6,185 46,332 63,396 

躍豊 1969 1969 6,400 6,626 8,872 6,993 

永紅 1968 1968 3,830 3,004 2,963 7,258 

慶豊 1969 1969 

朝陽 1967 1972 2,500 

（出所） 浦東新区梢案館資料より作成。

（注） 各大隊企業収入には牒業関係の_[場の分も

含まれる。

隊服装加工工場が委託加工業務を受け入れた背

景について考察する。

1. 外部条件

(1) 流通システムの硬直化

まず，永紅大隊服装加工工場の取引き相手で

ある上海第十百貨店は1960年代「卸し」（貨批）

を通じて，いくつかの服装工場（国営）から製

品を仕入れていた。 この「卸し」は同店専属の

ものではなく．ほかの商店とも取引きしていた。

しかし， DL氏によれば，同氏が業務獲得のた

めに時々同店を訪れ，そこの店員や加工組（外

注部）の者と接触するうちに， このような「卸

図3 朝陽大隊服装Jlll上上場の生産組織の変化 (1972年‘用時）

券

ー布＋加工費→←

←シャツ＋中山服

（出所） 筆者の1且lき取 りより作成。

製品 （コート，シャツ）

材料 （化繊・ウールなど）

し地元向 I

し一—~一部の収入を納入

（益大公司）

加工組1 財務科

I I 



し」との関係も徐々に変化が起こっているのが きなかった。しかし，文革期，その下請け工場

わかったという 。 の 1つである上海龍鳳服装店の経理であった

「その後（同店の）生産の拡大とともに， もと

もとのやり方では生産が追いつかなくなった」。

「従来の製品が主に中山服， 学生服，人民服と

いった地味なものばかりで，店員やデザイン担

当者の間では同じものを入れても消費者の購買

力を高めることはできないという考えがあった

らしい」（注27)。

「でも同店の『卸し』は専属のものではないの

で，“こういうコートをつくってくれ”とか“そ

れぞれこれだけほしいんだけれども，入れてく

れるか”などと注文をつけてもなかなか難しか

ったようです」。

「『卸し』が同店の要望を満足させることがで

きなかったのかもしれない」。

実際に服装に対する需要が高まっていたこと

はこれらの証言だけからは読み取れないが，従

来の製品とは違う需要（新製品に対する）が生ま

れてきていることを百貨店の側で確かに感じと

り，それを「卸し」に相談していたことがうか

がわれる。

永紅大隊服装加工工場が同店の委託加工業務

を受け入れてからつくった製品は，主に合成繊

維のブラウスや綿のオーバーコートなどであっ

た。これらは「卸し」を通さずに直接同店の加

工組におさめられ，オーダーも 1~ 2週ごとに

数百単位という規模であった。それによってそ

の後の同店の服装売り場は大幅に拡大したので

あった。

一方，朝陽大隊裁縫加工工場に委託した益大

公司の状況については直接，把握することはで

I2 

YW氏の父親によれば，同店では冬期，綿襖

（綿製の上着）を毎日500,....,__,600着つくっていたが

工場の職工だけでは間に合わず，工場外の裁縫

職人に外注をだしており，下放労働者政策の実

施後は，外注は下放先の農村へと広がったそう

である。

上記の証言からは，当時市場に出回っていた

製品が実際の社会の需要に対応していなかった

実態や，製品の季節性からくる需要量に応える

ために外注が必要であったことがうかがわれる。

そして，下放労働者政策の実施後は外注先の範

囲が拡大していった。

ところで，徐寛らは「当時の指令制計画管理

体制が実際の社会の需要に反し，そのことがか

えって中小企業の発展に隙を与えたぼ28)」と述

べている。新たな市場の出現にもかかわらず，

硬直的な流通システムがそれにうまく対応でき

なかったことは，以上のような聞き取り調査に

よって明らかであると言えよう 。

(2) 需要の拡大

費孝通によれば，都市の国営企業は文化大革

命の時期にその影響を受けて生産停滞していた

が（注29)，市場の需要や生産計画達成の任務は依

然存在していたことから，業務を農村の社隊企

業に委託することになった（注30)と指摘している

が，実際に市場の需要とこれに対する供給の存

在はどうであったであろうか。表 4によれば，

1966年から76年の時期，上海の国営商店 ・供錯

合作社の商品売買額は漸増傾向を示している。

また上海の日用生活品販売額もこの期間に80.3

％の増加を示した（表 5参照）は31）。これについ

て，「品質，デザインの改善が消費者に好評を
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表4 上海市国営 ・供錯社の商品取引額
（単位：億元）

年 度 国内純購買 市外購買 国内純販売 市外販売

1966 68 23 22.00 53.29 56.14 

1967 63.06 23.70 55.64 51.59 

1968 72.03 26.98 57 78 60 01 

1969 90 54 27.06 64.58 75.73 

1970 92 15 27.30 64.17 80.81 

1971 86.58 25.00 62.88 73.47 

1972 88 63 25.01 69.06 67.52 

1973 96.77 25.55 74.59 75.77 

1974 105.32 27.23 82 27 76.83 

1975 111. 50 28.59 86.43 83.61 

1976 112.95 29.92 89 99 83.16 
---------------- --------------------・― ―― ----------------------- ---------------------------------------------

1966,.....,76 +65.54% +36.00% +68.87% +48.13% 

（出所） 上海市統計局編 『上海統計年鑑1986』1986,301~302ページより作成。

表 5 上海日用生活品の販売額
（単位：億元）

: ： I :6:5 1ご6:31芯6:iIば6:)1 :7：う I:：7:4 |芯7:41 :7:； 1 :7:2 1 :：7こ。 1:：7ご。 I［芯：：
（出所） 表4に同じ， 283ページより作成。

図4 上海市消費品販売額の割合の推移
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（出所） 表4に同じ， 282~284ページより作成。

得たことから，全国各地にわたって日用工業品

の供給が大きく増加した」（『解放日報』 1968年6

月24日）と報じられている。

日用生活品販売額のうち衣類の販売額を見て

みよう 。1972年を起点に食品類とは反比例する

形で増加に転じている（図 4参照）。 また化学繊

維の販売量が1972年以降，同様に増加しはじめ

ている（表 6参照）。 これは先に紹介した永紅大

隊服装加工工場の「主に合成繊維のブラウス。

オーダーも 1~2週ごとに数百単位という規模

であった」 という証言を数字で裏づけたものと

なっている。

ところで，文化大革命による影響については，

1967年のみ，ほとんどの工業製品生産量が減少

を示しているものの（表 7参照），当時，上海龍

鳳服装店で経理をしていた YW氏の父親は「文

化大革命時，工場には仕事がなくなったわけで

はなく，ずっとあった。ただ学生や大型の国営

企業 柴油機廠，毛紡廠，第二軍医大学など

で職工や学生が革命運動に躍起になっていたの

1 3 



で，それらの工場の生産には影響があったかも

しれない」と述べていることから，その影響は

それほど大きくなかったのではないかと思われ

していたことは認められるが， 一方，都市の国

営企業が 「生産停滞」に陥り ，それによ って業

務を農村の社隊企業へ委託しはじめたという実

証は得られなかった。したがって費孝通のいう

文革期の「生産停滞」による委託加工の発生は

る。

以上のことか ら，文革期に市場の需要は存在

表 6 上海のtな消費品販売量の推移

化 繊 E 織物 シルク 服装品 綿シャッ E 糸
年度

販売鼠 比 釆 販ヽ｝じ菫 比 率） 
（万に） （％） (Jjに） （％ 

販（

冗..tJ IIJ, l 比 率 販売凪 比 ）率 販売菫 比 率 販光：i1 比 率
-J9卜-9し） （％） （億に） （％ （万着） （％） (Jjkg) （％） 

1966 1,888 100 187 100 572 100 893 100 312 100 40 100 

1967 1,868 99 264 141 801 140 1,094 123 305 98 64 160 

1968 1,132 60 212 113 720 126 930 104 252 81 43 108 

1969 1,344 71 160 86 708 124 l, 4 l l 158 299 96 76 190 

1970 1,654 88 220 118 757 132 1,333 149 485 155 121 303 

1971 1,610 85 6 3,  221 13 423 136 

1972 2,608 138 81 ,  602 17 492 158 

1973 4,799 254 163 

1974 4,244 225 9 5,  980 22 636 204 

1975 4,522 240 

1976 4,900 I 260 

,00 ・;l_ 128 23 757 
242 

, 0 4,  23 839 269 

（出所） 表 4に同じ， 290"-'291ページより作成。

表 7 上海の主な上業製品

紡績糸 布 化 繊 毛 織 物
年度

生産量
規(/o率） 

生産蟻
叩（んざ） 

生産量
附（ん率） 

生産旦
規(%率) （万トン） （億メートル） （万トン） （億メートル）

1966 31.20 100 14 62 100 1 53 100 1,822 100 

1967 28.38 91 13 62 93 1 12 73 1,566 86 

1968 32.62 105 15 00 103 1 20 78 1,903 104 

1969 39.54 127 17.27 118 1 70 111 2,180 120 

1970 37.04 119 15.77 108 2 01 131 2,214 122 

1971 31.60 101 13.26 91 2.20 143 2,405 132 

1972 31.22 100 13 17 90 2.94 i92 2,328 128 

1973 32.06 103 13.62 93 3.42 224 2,392 131 

1974 31.16 100 13.39 92 3 52 230 2,471 136 

1975 31.61 101 13.74 94 3 72 243 2,518 138 

1976 31.74 102 13 55 93 3.96 259 2,549 140 

（出所） 表 4に同じ，117~122ページより作成。
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部分的なものであったといえよう 。むしろ，合

成繊維などの新素材の開発や食費負担の軽減

（図 4)といった要因によって1972年以降衣類の

需要が増加し，これに関連して服装関係の委託

加工業務が始まったと考えるほうがよいのでは

なかろうか。

(3) 生産コストの格差

一方，徐寛らによれば，社隊企業は固定資産

投資の節約，人件費の抑制が可能であるため，

生産コストの点で国営企業やその他の集体企業

と比べて有利であったことが社隊企業の発展に

つながった（注32)と述べている。

まず，給与（収入）格差について見てみよう 。

1957年に上海の全民所有制職工の年収は858.60

元であったが，同年の上海農民の年収は125.00

元であり，職工は農民の6.86倍の収入を得てい

た。その後，年々その格差は縮小する傾向を示

したが， 60年代でも平均して 3~4倍の差があ

った（表 8参照）。

しかし，実際には1953,,...__,57年の「一 ・五」時

生産屈の推移

表 8 全民所有制職工と農民との収入格差

全民所有職工農民ごと
年度 I年 収 入労働力年収入

(A) （元） （B) （元）

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

858.60 

848.40 

818.60 

798.24 

787.34 

821.04 

839.88 

848.52 

834.96 

767.72 

886.88 

743.28 

746.52 

735.84 

125.00 

157.00 

195.00 

217.00 

204.00 

197.00 

182.00 

234.00 

235.00 

249.00 

254.00 

259.00 

235.00 

215.00 

比率
A/B 
（倍）

6.86 

5.40 

4.17 

3.63 

3.91 

4.17 

4.61 

3.63 

3.55 

3.24 

3.18 

2.87 

3.18 

3.42 

（出所） 表 3に同じ， 434ページおよびヒ海市牒

業委員会組織編纂『上洵郊区年鑑1949-'92』

t海： L梱人民出版社， 1992年， 602ページよ

り整理 ・作成。
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期以降，都市住民は食糧，油，副食，電気，水

道，住宅などの面で手当てを受けていたことか

ら（注33)，実質上その格差はほとんど縮小してい

なかったと見られる。

固定資産投資額については表 9に示したよう

に1950年代から70年代まで璽工業に傾斜的に投

資がなされ，服装関係を含む軽工業への投資は

圧倒的に低かった。

以上のことから，ここでも徐寛らが述べてい

るように， 1960年代，農村の社隊企業への業務

の委託はコスト面で明らかな有利性が存在して

いたといえよう 。つまり，軽工業に対する固定

資産投資が低く抑えられるなか，農民の低賃金

や経費不要などコスト面で有利であったことが，

上海の国営企業，特に服装関係の国営企業がそ

の業務を農村へ委託するプッシュ要因として慟

いていたと考えられる。

(4) 下放労働者政策の実施

最後に，下放労働者政策の影響についてみて

おきたい。

文革期，合慶公社の下にあった大隊服装加工

工場において，工場長あるいは委託加工業務の

受入れに関与した者は下放労働者であった。彼

らの役割はただ単に裁縫を熟知していただけで

なく，地縁・血縁的関係を通じて業務の獲得に

力を発揮したことにあった。

たとえば， JK氏は子供の頃，父親について

裁縫を学び，解放前，上海東昌路氷廠田路38号

の路地にバラック造りの裁縫店を営んだことも

あった。その後， 1957年に上海の工場労働者分

散政策 (1957年，中共中央，国務院聯合発出『関子

制止農村人口盲目外流的指示』）により農村へ戻

ることになったものの，この時に知り合った伝

を通じて，「上海淮海路婦女用品商店」の委託

I 6 

表 9 全国工業固定資産投資の推移

軽工業 重工業
年度

億元 ％ 億元 ％ 

1952 4 06 24 12.83 76 

1953 4 98 18 23.36 82 

1954 6.74 18 31.63 82 

1955 5 27 12 37.68 88 

1956 9 44 14 58.76 86 

1957 11 04 15 61.36 85 

1958 21 80 13 151. 20 87 

1959 23.05 11 185.80 89 

1960 20 85 ， 208.72 91 

1961 7.72 10 69.07 90 

1962 3 17 8 36.92 92 

1963 3.60 7 45 56 93 

1964 5 86 8 66.20 92 

1965 7 01 8 81 95 92 

1966 

1967 

1968 42 62 8 498.89 92 

1969 

1970 

1971 

1972 79 90 11 667 04 89 

1973 

1974 

1975 23 13 10 207.90 90 

1976 18 39 ， 190 34 91 

（出所） 中国工業年鑑編集委員会編 『中国工業年

鑑1991』，北京：中国労働出版社， 1991,955 

ページより作成。

加工業務を得ることができた。

また， DL氏も 13歳から同郷紅星村の知人に

引っ張られて山東省の「享利（ヘンリー）洋服

店」で裁縫見習いをした経歴をもっている。そ

の後， 18歳の時（解放時），解放後の混乱を恐れ

て上海の「美達時装店」に移ったが， 1962年 5

月19日，同工場の最後の下放組に入り，農村へ



下った。この時の下放は 3段階に分けられ，毎

組 7人から十数人で構成された（注34)。下放後，

すぐに DL氏は近くの曹路服装工場で仕事をみ

つけ，そこで知り合った元同僚（同工場の業務

獲得員）を通じて業務を得るきっかけをつかん

だことは，前述のとおりである。

さらに YW氏は，中学卒業後すぐに父親の

コネを通じて，所属する公社外の川沙県唐鎮公

社の服装加工工場（同工場長は1962年に YW氏の

父親の工場から下放させられた）で裁縫見習いと

して働き始めた。しかし， 1964年， 「公社外労働

禁止」で唐鎮公社の工場を去り， 67年には「出

身大隊外労働の禁止」（合慶公社の口頭上の規定）

で再度さがしあてた勝利大隊服装工場を去らざ

るを得なくなった。

このように，下放労働者政策の実施による効

果はその後，農村に業務の獲得を可能にする基

盤をつくった。そしてそれは彼らの経歴からも

わかるように「地縁」，「血縁」的関係の土台に

よって築かれたものと 言えよう 。

表10 合慶公社朝陽大隊の経済状況

総労働 労働日 労慟カ 農業 農業
年度

、1,り「l数 単価 叩）収入 収鯰 鸞(II) （元） （元）

1961 0.721 108.7 6.86 2.04 

1962 424 51,249 0.790 153.0 6.57 2.04 

1963 423 63, 117 0 690 103.0 7.41 2.39 

1964 10.87 2.96 

1965 419 72,882 1.040 170.0 11.03 3.05 

1966 441 83,700 0.916 173.0 11. 21 3.15 

1967 454 85,300 1.000 187.9 13.12 3.77 

1968 482 94,108 1.310 255.8 17.02 3.58 

1969 491 96,847 0.962 190.0 15.25 4.34 

（出所） 浦東新区梢案館資料より作成。

社隊企業の委it}JIll：業務受人れ背贔

2. 内部要因

(1) 「多労多得」（出来高払い制）の採用

それでは，農村内部にはどのような事情があ

ったのであろうか。費孝通によれば，文化大革

命の時期，農村副業や家庭手工業が軽視され，

同地域の経済的収人を完全に農業生産に依存せ

ざるを得なくなったことや労働人口の増加が顕

著になってきたことから「槍エ分」を生み，そ

のことが労働日の価値の減少をもたらし，委託

加工業務受入れの 「内部要因」になったと述べ

ている国35)0

具体的に，合慶公社朝陽大隊の状況を見てみ

ると，労働日単価は1961年の 0.721元から69年

の0.962元（合慶公社の平均： 0.851元）へ増加し，

また労働力あたりの収入も1961年の 108.7元か

ら69年の 190.0元（同 ：161.2元）へと 2倍近い

増加を示した（表10参照）。 この数字は上海郊外

農村の平均値 (1961年： 204元， 1969年： 235元）

と比べてやや低いものの，費孝通が調査した地

域（江蘇省呉江県）のような減少はなかった。

一方，「槍工分」の原因についてほ36), XK氏

によれば，

(1) 労働点数制に精通した者が楽で点数の多

い労働に就いた。たとえば，田植え前は重労働

であるが，秋期の麦の植えつけの前はほとんど

土地を均す必要がないので，暇をつぶすことが

できた。

(2) 水路や長江沿岸を開墾する労働 (1968年

頃）が一時的に増えた。

(3) 文化大革命以降， 1年 2熟や 1年 3熟に

変わった。

(4) 労働の質が変わった。たとえば，以前は

溝を掘る時，少々曲がっていても構わなかった

が，以降はなるべく真っ直ぐに掘らなければな
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らなくなった。

このようなことから， 「槍エ分」は労働力の

増加だけによ ってもたらされたのではなく労働

点数制度の限界と農業労働の質 ・量の強化によ

ってもたらされたものといえよう 。当然，この

ようなことは農民たちにも分かっていたが，だ

からといってそれに不満をも らすのではなく，

自留地の農作物やエビ ・川魚漁の個人副業を行

うことによ って個人の収人の増大に精を出さ ざ

るを得なかったのである (ii37)。

ところで， この時期 (1960年代）の農民の収人

は上に労働点数制によ って決め られていた。具

体的に言えば，成人男性は 10点／日，成人女性

は8~ 9点／日の点数が与 えられていた。 これ

らの点数は年未に総合され，生産隊の収人に従

って現金に計算された。よって，各人の収人は

総点数の多少， 生産隊収人の多少によ って変化

した。 しかし，点数の差が少ないことか ら，こ

の時期の農民収人の格差は少ないと考え られて

し)fこ(ii-：38) 0 

ところが実際には， これとは反対にすでに顕

著な格差が生じていたほ39)。それは農村におけ

る社隊企業の設立，特にその委託加工業務の受

人れ以降，顕著になった。具体的にいえば，社

隊企業の職工の給与は農業に従事している農民

とは違い， 「多労多得」と 「四六開」 (1964年以降

羽入）に従って決められていた。前者は仕事量，

作業の質の違いにもとづき直接工場から現金収

入を得るものであり， 一方後者は，本来受け取

る分の40％を直接，現金として受け取り，残り

の60％は生産隊を通じて労働点数に計算され，

年末に再度精算されて現金を得るというもので

ある。
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図 5 合慶公社属ドの各大隊外出エ l人あたり

労働、1―'応数計算による収人の分布 (1969年）
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（出所） iIIi束新1メ，．杭案餡行料より作成。

例をあげて説明すると，前者はある裁縫職人

が 1年に 1000着の コートを加工 し，その手間

費 (1着につき） が 1元だと すると，こ の職人は

1000元の収人が人ることになる。一方，後者は

上記と同じく 1000元の収人があ ったとすると，

そのうち40％の400元がまず直接の現金収入と

なり，残りの60％は労働点数計算の対象となる。

つまり，この60％分の 600元が 1元＝6点の原

則により3600点に計算され，次にその職人が属

する生産隊のエ分値に従 って年末に現金に精算

される。もし，この生産隊のエ分値が0.08元な

らば， 3600点X0.08元＝288元となり，これが

職人のもう lつの現金収入となる。よってこの

職人は合計688元（上記の400元を加えて）の収入

を得ることになる。一方， 600元から288元を差

し引いた 312元は生産隊の生産基金として計上

される。

それでは実際に，1969年の合慶公社下の各大

隊の統計資料から当時の大隊企業で働いていた

農民の給与を推測してみよう 。その資料から具

体的な数値をあげると，合計476人の農民が外

出エとして生産隊以外の単位（大隊企業，公社企

業，その他の集体企業単位）で働いていた。その



社隊企業の委，i［)JIII業務受人れ背娯

うち，最も多い者は1040元で，最も少ない者は

61元であ った。そして，平均値は 331元であっ

た（図 5参照）。

この平均値の 331元にもとづいて大隊企業で

働いていた農民の給与を推測してみる。331冗

は実際うけとる分 (552元）の60％にあたる部分

である。直接の現金収入は221元（この分はここ

でいう平均収入に含まれない） （40%）となる。そ

して，この331元を労働点数 (l)t=6点）で計算

すると1986点となり，合慶公社下の各生産隊の

工分値の平均は 0.09元 (1969年）であることか

ら，年末には178元が現金で支払われ，合計399

元の収入を得ることになる。 この数字は外出エ

のなかには大隊企業以外の単位で働いていた者

を含むとはいえ，当時，合慶公社下の農業に従

事していた農民の収入161.2元と比べても約2.5

倍高く，大隊企業で働くことのメリットが大き

かったと 言えよう (ii‘.40）。 これらの外出エのなか

には，「常年性でない者」（農業と兼業の者）も含

まれている。また聞き取り調査でも，（1) 「年

末の職工の収入は多い者で1000元あまり，少な

い者でも500,...,__,600元あまりあった」 (YW氏）。

(2) 「少なくとも（農業に従事していた農民の）

3~ 5倍はあった」 (ZG氏）という証言があっ

たことから，この約 2.5倍という数字は少なく

見積もったものとみなすことができよう 。

以上のことか ら，合慶公社下では「多労多得」

と「四六開」を大隊企業の給与制度として採用

したことにより，そこで働く農民に経済的収入

の増加をもたらし，そのことが委託加工業務受

入れの「引き」（プル）の要因となったと言えよ

N 結 ム
冊

二
I
I

日

う。

本稿は主にフィールド調査の方法により，社

隊企業の委託加工業務受入れ背景を，上海市川

沙県（現：浦東新区）合慶公社下の大隊服装加工

工場を具体事例として考察してきた。ー事例研

究としては限界もあるものの，以下のことがわ

かった。

まず改革 ・開放前，合慶公社下の大隊服装加

工工場は，すでに上海の国営企業 ・商店などの

委託加工業務を受け入れていた。そのことによ

り各大隊の経済的収入を増加させることができ

ただけでなく，大隊工場で働く農民の個人的収

入をも増加させることができた。 またそこで働

いていた者も上海に親戚や家族がいる農民か大

隊，生産隊幹部の家族に限られ，彼らの個人的

な投資によって工場ができ，加工業務の受入れ

が行われていた。

次に，委託加工業務の受入れ背景については

費孝通らが言うように，文化大革命の時期に市

場の需要が存在していたことは確認できたが，

一方の都市国営企業の生産停滞からその業務を

農村の社隊企業へ委託したことは確かめられな

かった。むしろ，文革期，合成繊維などの新素

材に誘発され新たな市場が形成されつつある

時期でありながら，国営企業体制下の硬直した

「卸し（流通）」システムがそれに対応できなか

ったことと，製品の季節性から常に外注委託が

必要であ ったことなどの要因によって，もとも

との業務を外部ヘプッシュし始めたのであった。

第 2に，軽工業に対する固定資産投資が低く抑

えられるなか農民の低賃金や経費の不要といっ

たコスト面での有利性がその業務を農村へ委託
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するもう 1つのプッシュ要因となった。そして，

これら 2つの条件を農村の社隊企業と接続させ

る役割を果たしたのが下放労働者であり，それ

が可能であったのは，彼らが自らの職に熟知し

ていただけではなく，「地縁」，「血縁」的ネット

ワークを通じて，業務の獲得を行える環境を周

囲にもっていたからであった。よって，下放労

働者政策は第 3の要因である。これら 3つの条

件は 「外部要因」とみなすことができよう 。

一方，農村内部の要因については，従来言わ

れてきたような経済収入の低下といった現象は

合慶公社下では確認できなかった。逆に当地で

は「労働点数制」ではなく， 「多労多得」 ＋ 「四

六開」が大隊企業の給与制度として採用されて

いたことから，そこで働く農民に経済的収人の

増加をもたらし，引き（プル）の要因として働い

た。

（注 l) 本調査は，中国・復且大学に高級進修生

として在籍中に行ったものである。

（注 2) 中国名は 「来料加工」 という 。その意味

は受託先が主要な原材料を親会社に依頼し，専 ら加

工賃の獲得を目的として，加工生産を行うことであ

る。

（注 3) 郷鎮企業は名義上，社隊企業を前身とし

ている。その社隊企業は「関干開創社隊企業新局面

的報告 (1984年 3月 1日：通称“中共中央1984年 4号

文件”と 言われている）以降， 「郷鎮企業」に名称変

更された。

（注 4) たとえば，大島ーニ『現代中国における

農村工業化の展開』筑波書房 1993年／厳善平 『中国

経済の成長と構造』勁草書房 1992年／沫通胆店 『論蘇

南模式』江蘇：江蘇人民出版社 1987年／張仁寿，

李紅 『温州模式研究』北京：中国社会科学出版社

1990年／陳吉元主編『郷鎮企業模式研究』北京：中国

社会科学院出版社 1988年などがある。

（注 5) 費孝通 「小城鎮 ・大問題」，同 「江村五十

年」（『費孝通撰集』天津：天津人民出版社 1988年）
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33~35 ; 255~256ページ。

（注 6) 人民公社時期，農民の 1日の労働点数

（「標準工分」） は成年男性で10点，同女性で 8~9点

とな っていた。 そして，当時はおおよそこの成年男

性の10点を基準に労働日価値が決められていた。

（注 7) 陶友之主編 『蘇南模式与致富之道』上海

上海社会科学出版社 1988年 20~26ページ。

（注 8) 徐寛ほか 「論社隊企業」 （『複印報刊資料

（農業経済）』北京：中国人民大学書報資料中心 1982

年第 6期） 84~85ページ。一方で，この頃の農村エ

業化の目的は 「二本足であるく 」（中央と地方の工業

を同時に発展させること）という方針と同時に， 「支

農工業」（農業を支援した工業発展）を通じて， 「地域

的自立的」小経済圏を形成することでもあ った。そ

のため，農業発展を支援する 「五小工業（鉄鋼・機

械，化学肥料，セメント，石炭）」，あるいは 「地方小

型工業」の発展が強調された。山内一男 「中国の地方

小型上業における蓄積構造 〈自）］更生の経済理論〉」

（『経済志林』第42巻第 3号 1974年11月） 1~4ペ

ージ。 もちろん，この 「五小［業」などが農村工業

化に一定の役割を果たしていたのは確かであるが，

農業とそれほど関係のない服装工業の発展（委託加

工業務受入れによる）にはこれまであまり注目され

てこなか った。

（注 9) 山内一男 ・菊池道樹，法政大学比較経済

研究所編 『中国経済の新局面』法政大学出版局 1990 

年 145~146ページ。 また菊池氏はこうした社隊企業

の行動原理は 「三中全会」後の郷鎮企業の進展へと

培われていったという，いわば“連続的な過程”を

支持する立場をと っているが，筆者の論文の目的は

それを検証するものではないことをことわ っておき

たい。なお，このことに言及するためには少なくと

も，筆者のこの研究対象および方法に照らし合わせ

るならば，その後の大隊服装加工工場の改革・開放

以降の進展を考察する必要があると考えている。

（注10) 具体的に言えば，政府幹部以外の当事者

から聞き取りを始め，その後政府幹部に聞き取りを

行うという，つまり下から上への聞き取り方法であ

る。これにより政府幹部および彼らが選んだ対象者

のみに対する聞き取り方法によるバイアスを幾分避

けることができると考えている。

（注11) 北察郷志編写組 『北察郷志』1990年／高東

郷志編写組 『高東郷志』1986年／孫小橋志編写組『孫



小橋志』1987年／東溝郷志編写組 『東溝郷志』1986

年／唐鎮志編修組 『唐鎮志』 1989年／高橋郷志編修組

『高橋郷志』1987年／顧路志編写組 『顧路志』1988

年／楊思郷人民政府編 『楊思郷志』1997年など。

（注12) 主なインタビュー対象者は以下のとおり

である。なお，インタビューは対象者の自宅などで

通訳（上海話←→普通話）を介して行った。

1. J K 勝利大隊服装加工工場長 (1962~64) 

2. zw II 党支部書記 (1966~69) 

3. Z G II 会計 (1965~67) 

4. YW 朝陽大隊服装加工工場長 (1968~83) 

5. DZ ｝｝ 党支部書記 (1971 ~83) 

6. XK II 第 4生産隊長 (1972~79) 

7. DL 永紅大隊服装加工工場長 (1968~76) 

8. DQ II 党支部書記 （不明）

（注：カッコ内は任期）

（注13) たとえば，合慶鎮下の朝陽村では1998年

1月か ら村民の口糧地全ての使用権を村の管理下に

おき，出稼ぎ農民にそれを請け負わせる措置をと っ

ている。これにより，村民は 1~6月，村から II糧

分の金額 (32元／人 X 6カ月 ＝192元）を支給しても

らい， 7 ~12月，出稼ぎ農民の作った米を実物で分

配してもらっている 。 しかし， こうした村の強硬措

置に多くの村民は反発しており，村や上級政府（鎮，

区，市）などに造反（反旗をふる）を起こし，訴えて

いる。

（注14) しかし，解放 (1949年）以前は女は家事，

畑仕事をし，男は一部の者が上海や集鎮の服装店や

建設現場に働きにでる以外は農作業に従事するのが

一般的であった。解放以降も個人的に裁縫，理髪，木

匠，左官，藉細工師や小魚漁，塩売などを生業とす

る者もいたが，農業を主とした地域であった。

（注15) 設立時， ミシンやその他の道具は職工の

ものを頼り，また建物は集体の空き家を利用した。

設立に要した費用は14元であった。唐鎮志編修組 『唐

鎮志』 98ページ。

（注16) その後， 1975年の段階で上海郊外の社隊

企業は4976カ所に及んだが，そのうち上部機関の斡

旋で設立されたのは200カ所にも満たなかったという

報告がある。嶋倉民生・中兼和津次編 『人民公社制

度の研究』アジア経済研究所 1980年 40ページ。

（注17) この工場は1958年に， 「川沙県顧路区第 6

社隊企業の委，it/jlIL業務受人れ背屎

裁縫小組」と「襲路区裁縫生産合作社」が合併して

できたものである。 この時，業務関係は「川沙県エ

業局」が，行政関係は「顧路郷」がそれぞれ1963年 1

月まで管理した。一方，この工場では当初，上海向

けに高級服をつくっていたが， 1962年からはシルク

製品（上海絲細進出口公司）も加工するようになった。

その後，生産が順調にいったことから， 1963年 1月

から県属の工場に格上げされた。他方， 当時20数人

（全体の約10%)の下放労働者がこの工場で働いてい

た。彼らの多くはその後，出身大隊の服装加工工場

の工場長になった。

（注18) 当時，公社以上の単位の正職工は原則的

に 「居民戸籍」所持者しかなれず，下放労働者など

の「農民戸籍」所持者は臨時の職エとして働いてい

た。そのため，正職工の最も多い月給が57元であっ

たのに対して，臨時エのそれは50元以下であった。

（注19) JK氏によれば，共ー大隊の服装加工工場

が閉鎖されたのは1961年で，その後自ら工場をつく

ったのは62年ということであった。

（注20) 1964年の「設区」（これにより各国営店の

業務は「区公司」の批准が必要にな った）前，農村の

業務獲得員のなかに， うそをついて業務の獲得を行

う者がいたことから， 64年以降， 「市総公司」は各区

に 「区公司」を設立し，国営店の管理・監督を行っ

た。それにより，社隊企業（特に大隊企業）は業務

獲得後，某区公司の批准が必要になった。一方， 「県」

以上の単位は 「紹介状」は必要ではなかった。

（注21) 1業務当たりの数鼠が多かったこともあ

ったが，契約上，複数の相手とは業務を契約しては

ならないことになっていたようである。

（注22) 同じ時期，ほかの上海郊外の大隊工場で

も大隊幹部の家族らが1優先的に慟いていた（嶋倉民

生・中兼和津次編 『人民公社制度……』 42ページ）。

（注23) 元同僚は， ド放労働者政策により北点か

ら地元の合慶公社勝利大隊に帰ってきた費鴻南氏が

その後「上海市総公司」の副責任者になったことを

知り，それがきっかけで同店の業務について事情通

にな っていた。

（注24) 業務受入れ後， 「上海第十百貨店」の財務

担当者がおよそ季節ごとに 1度，同工場へ観察に来

た。 しかし，彼らは永紅大隊服装加工工場の会計と

接触したわけではなく，ただどれだけの布を加工し，

あとどれだけ倉庫に残っているかを調べただけであ
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った。 というのも，それらの材料はすべて同店の財

産であったので，責任をもって管理しなければなら

なかったからである。一方，彼ら財務担当者が観察

に来たときには，大隊が特別に 7~8種類の御馳走

を用意して彼らをもてなした。 しかし，なかには真

面目に自分で食事を持参した者もいた。 また一方で

は，大隊の職人が上海へ生地や仕立てについての相

談に行った時，手上産をよく用意した。特に立秋の

後ば恒例で，同店の担当部署の責任者宅や社屋外で

行われた。 これらのことはお互いの関係を持続させ

るためにも欠かすことができなかった。

（注25) 当時， t悔へ働きに行くことが制限され

ていたために， このような取ヽ｝Iがしばしば行われて

いたようである。

（注26) 毎年， 1人当たり 6尺分の布券が渡され

た。

（注27) また梢費者からも店頭の服が地味すぎる

という不満を受けていたようである。

（注28) 徐寛ほか 「論社隊企業」85ページ。

（注29) 費孝通 「小城鎮 ・大問題」 35ページ。

（注30) 費孝通と同様の見解として，たとえば 「6'

7月，文革の発動にもかかわらず国民経済に危害を

もたらし，すでに l：洵の工業生産にも影響が及んで

いた。一部の企業の党組織と指甜者は生産業務の指

＃の役割を省みず，＇仕故多発 ，設備未修理，製品の質

の低下などを引き起こした。 また，高等学府，科学

研究部門は文化大革命に集中していた。彼らと工場

との協力関係は中断し，新製品政策部門に影響を与

えた」（孫懐仁『上海社会主義経済建設発展簡史 (1949

~85)』上海：上海人民出版社 1990年 470~471ペ

ージ）や「浙江省では主要のシルク工場が生産停止

に陥ったため，すぐに幹部と技術員に工場建設の設

計図をもたせ農村へ社隊のシルク工場建設に向かわ

せた。国家計画と輸出任務を代替させ， さらに社隊

に設備，技術，原料を支援した」（当代中国撰集編集

部『当代中国的郷鎮企業』 北京：当代中国出版社

1991年 47ページ）などと報告されている。

（注31) 程恩富 『上海消費市場発展史略』 上海

上海財経大学出版社 1996年， 230~231ページ。

（注32) 徐寛ほか「論社隊企業」 85ページ。

（注33) 賀暁束「城郷分配格局与城郷経済関係」

（『中国農村経済』 1988年第 3期） 2~3ページ。

（注34) これは「1960年党中央の国民経済の調整，
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『精減職エ』の採取，都市住民 ・人口の圧縮，農業

戦線の強化」などの一連の措置に基づいた。 これに

より 1961年 7月 1日から64年 3月31日まで，川沙県

（現：浦東新区）下の農村は全部で 3万353人の「精

減職エ」を受け人れた。そのうち全国，上海郊外か

らの者は 1万7967人，同県からの者は 1万2586人で，

方，全民所有制単位からは 2万6252人，集体所有

制単位からは4301人であった（上海市川沙県志編修

委員会編 『川沙県志』上海：上海人民出版社 1990年

697~698ページ）。 また下放時，同氏は10カ月分の給

与と手当てを含めて約 1100元を渡されたが，総経理

は上海の私宅などを没収されただけで株式の配当を

受け取り工場に留まった。

（注35) この頃には「上海市郊外県は比較的短い

時間内に社隊の農業機械修理工場を設立した。 しか

し，これらの卜中八九は赤字経営となった。 これら

の赤字を解梢するために修理工場の幹部は人員を市

内に派遣し， ［業製品の加工業務を探させた。 よっ

て， 1970年頃から都市国営の工業製品と部品の生産

を郊外に向けて拡散しはじめ，加工協力が発展する

ことになった」 (1-:海建設編集部 『上海建設 (1949~

85)』上海： l:海科学技術文献出版社 1989年 392~ 

393ページ）といったこともあった。また同じような

ことが化学肥料工場でも起こっていた。菅沼正久 ・

小島麗逸 ・山内一男 「中国社会主義経済の発展方向

—中国の地方小型工業の研究」（ 『中国研究月報』 第

278巻1971年4月 11ページ）。

（注36) これについては「村民ば労働点数の多少，

隊長 ・会計は労働投人を減らしエ分値を増やすこと

に関心があったが，浪費，空出勤現象は常に存在し

ていた」（曹錦清など 『当代浙北郷村的社会文化変遷』

上海：遠東出版社 1995年 83ページ） といった指

摘もある。

（注37) 合慶公社「合慶公社唐ー大隊陶家生産隊，

糧食減産状況調査」 (1965年12月 4日報告）などにも，

当時社員が集体の利益に力を注ぐのではなく ，個人

の副業経営に力を注いでいたことが報告されている。

（注38) 厳善平 『中国農村 ・農業経済の転換』勁

草書房 1997年 23~24ページ参照。

（注39) 実際に浦東新区梢案館にある大隊企業関

係資料を見ると，給与分配方式として 「大塞式（労

働点数制度の一種）」と明確に記されているが，現地

の大隊企業では「多労多得」が実施されており，そ



れにより農業に従事する農民と大隊企業で働く農民

との間では給与分配方式に違いが生じていた。一方，

無錫県などの大隊ではこうした違いによる収入格差

に不満をもった農民たちが格差是正について議論し

ている（嶋倉民生 ・中兼和津次編 『人民公社制度…

...』 37~49ページ）。

社隊企業の委託）j|江業務受人れ背以

（注40) それ以外に， ミシンなどを提供した者に

は毎月， 1.5元の減価償却費が支払われ，また地元農

民へのサービス（服の仕立て）で得た加工費の一部も

自分の取り分にできるなどのメリットもあった。

（大阪市立大学大学院経済学研究科博土課程）
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